
 

Ⅱ 各論 

 

第 3章 暮らしよい豊かな地域社会と清らかな水と緑のある 

生活環境都市をめざして 

第 1節 安全な暮らしを守る地域づくりの推進 

 

 

１ 災害に強いまちづくりと地域力の強化を図るために設立した防災・安心地域委員会など

と連携し、地域における防災の中心的役割を担う「地域防災リーダー」を２２１人認定し

ています。（平成２５年３月現在） 

２ 東日本大震災以降、災害に強いまちづくりや地域における防災活動の重要性が高まり、

行政による防災対策はもとより、これまで以上に自助・共助の意識醸成を推進する必要が

あります。地域住民が自主的に連帯して防災活動を行う自主防災組織は、８１団体設置さ

れています。（平成２５年３月現在） 

３ 消防団は、火災発生時の消火活動など、地域における防災の要として活動していますが、

その団員数は減少傾向にあり、消防団組織の充実が求められています。 

４ 五日市警察署及び福生警察署管内の平成２４年の犯罪認知件数は、２,８９７件（凶悪

犯２５件、粗暴犯１０９件、窃盗犯２,１１６件、知能犯６７件など）となっており、今後

も防犯対策を推進する必要があります。また、同管内の平成２４年の交通事故発生件数

は、１,３０１件、死傷者数は１,５４１人（死者４人・重傷者１８人・軽症者１,５１９人）

となっており、今後も交通安全思想の普及・啓発により交通安全対策を充実する必要があ

ります。 

５ 人口減少や高齢化の進展などにより、管理されていない空き家の増加が懸念されており、

防災・防犯、衛生上の観点から、空き家の適正管理や活用が求められています。 

 

６ 公害に関する苦情は、近年増加し、年間１６０件ほどとなっており、公害防止に取り組

み、市民の健康と安全を確保する必要があります。 

 

 

町内会・自治会や防災・安心地域委員会などの自主防災組織と連携して、地域の防災行動

力を向上させるとともに、交通事故や各種犯罪等の発生抑制、空き家対策、公害防止などに

取り組み、市民が安全かつ安心に暮らせるまちづくりを推進します。 

 

 

１ 防災・消防対策の推進 

① 地域防災計画の推進 

地域防災計画に基づき、地震、風水害などの災害に対する防災体制の強化を図るとと

もに、災害予防対策、災害応急対策及び災害復旧対策を適切に実施し、災害に強い安全

な地域社会づくりを進めます。 

現状と課題 

基本方針 

基本的取組の内容 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E7%81%BD


 

② 災害時要援護者の情報把握及び支援体制づくりの推進【重点施策】 

障がい者や要介護者、一人暮らしの高齢者など災害時要援護者の把握に努めるととも

に、消防署や警察、町内会・自治会、防災・安心地域委員会などとその情報を共有し、

発災時における災害時要援護者の支援体制づくりを推進します。 

③ 防災・安心地域委員会等の活動への支援【重点施策】 

災害に強いまちづくりと地域力の強化を図るため、防災・安心地域委員会や町内会・

自治会などの自主防災組織による地域ぐるみの活動を支援します。 

④ 地域防災リーダーの育成【重点施策】 

自助と共助の意識醸成を推進するとともに、地域防災力の強化を図るため、防災・安

心地域委員会とともに地域防災の中核を担う「地域防災リーダー」を育成します。 

⑤ 防災意識の普及・啓発及び向上【重点施策】 

防災に対する備えが重要であることから、平時及び発災時の自助・共助の取組などの

普及・啓発を図るため、市や国、東京都の防災に関する取組や地域の防災に関する情報

などを市民や事業者に周知し、防災意識の向上を図ります。 

⑥ 消防団体制の充実 

防災活動等を円滑に実施するため、消防団員の確保に努めるとともに、特定の活動の

みに参加する機能別消防団員を確保することにより、組織の強化を図ります。また、設

備等の充実を図ります。 

⑦ 災害時の備蓄食糧等の充実と住民個々の備蓄の推奨 

災害発生時に備え、食料の備蓄の充実及び民間企業などと協定等による供給体制の強

化を図るとともに、市民の自助意識の醸成を促し、住民個々の備蓄整備の推奨に努めま

す。 

⑧ 消防水利の整備・充実 

消防水利の不足地域や土地区画整理事業等の施行区域には、防火水槽等の消防水利の

整備・充実を図ります。 

⑨ 応急給水体制の整備推進 

地震などによる大規模災害を想定し、応急給水体制の整備を推進します。 

⑩ 住宅の耐震化の推進 

地震発生時の住宅倒壊による被害の低減を図るため、木造住宅の耐震診断・耐震改修

に掛かる経費の助成制度の利用を促進し、住宅の耐震化を推進します。 

⑪ 安全に避難できる場のネットワーク形成（一部再掲）【重点施策】 

地震発生時の火災を原因とした被害の低減を図るため、延焼防止に効果のある公園緑

地などのオープンスペースを確保するとともに、幹線道路の整備等を促進します。 

２ 交通安全・防犯対策の推進 

① 防犯対策の推進 

市広報紙等を活用し、防犯活動のＰＲの充実を図るとともに、町内会・自治会や警察

署等関係機関の協力を得て、防犯体制の充実を図るなど、防犯対策を推進します。 

② 交通安全運動等の推進 

交通事故防止の意識の高揚を図り、交通ルールの遵守や正しい交通マナーが実践でき

るよう、交通安全運動等を推進します。 

 



 

③ 駅周辺の自転車駐輪場の整備 

安全な交通を確保するため、駅周辺の自転車利用状況を把握し、自転車駐輪場の整備

に努めます。 

３ 公害防止の推進 

① 公害知識の普及と啓発の推進 

公害防止に対する意識の向上を図るため、市広報紙などにより知識の普及と啓発を推

進します。 

② 公害の未然防止・早期対応の推進 

パトロールや環境測定（大気、水質、騒音、振動、悪臭、土壌等）などを実施し、公

害の未然防止や早期対応を推進します。 

③ 市役所で使用する車両への次世代自動車等の導入 

地球の温暖化など環境への負荷を軽減するため、市役所で使用する車両への次世代自

動車等の導入を推進します。 

４ 空き家対策の促進 

① 空き家の適正管理の促進 

    空き家の実態把握に努め、市民生活の安心と安全を確保するため、管理されていない

空き家の適正管理を促進します。 

② 総合的な空き家対策の検討 

利活用が可能な空き家については、空き家の提供者と利用希望者を結ぶ「空き家バン

ク」、観光や農業などの地域特性を生かした有効活用の取組など、総合的な空き家対策

を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 3章 暮らしよい豊かな地域社会と清らかな水と緑のある 

生活環境都市をめざして 

第 2節 連帯・交流に支えられた豊かな地域社会の形成 

 

 

１ 少子高齢化や核家族化、共働き家庭の増加などを背景に、地域でのコミュニティ活動へ

の参加者の減少や組織の担い手の高齢化などが進んでいます。平成２４年度に８４町内

会・自治会に加入している世帯数は、１９，１８８世帯（加入率約５６．９％）で、加入率

は１０年前に比べて１１．０ポイント減少しています。 

２ 地域のコミュニティ活動の場として、コミュニティ会館や学習等供用施設等を設置して

いますが、これらの施設で活動しているコミュニティ関係団体の平成２４年度の登録数は、

９７団体（２，４７９人）となっており、１０年前と比べて半数に減少しています。 

３ 町内会・自治会は、地域コミュニティの中心的な役割を果たしており、今後も生活に密

着したコミュニティとして、重要性がますます高まっていることから、その支援が求めら

れています。 

 

 

町内会・自治会の活動や加入促進を支援し、地域力と地域コミュニティの強化を図るとと

もに、市民が郷土に誇りを持ち、「自分たちの地域は、自分たちで守る」という自主的・自発

的な意思の下に、連帯・交流に支えられた豊かな地域社会の形成を図ります。 

 

 

１ コミュニティづくりの支援 

① 町内会・自治会への加入の促進 

転入者及び未加入者に対して、町内会・自治会への加入の案内や不動産協会、宅地建

物取引業会等の団体の協力による加入の呼びかけなど、地域コミュニティの基礎となる

町内会・自治会への加入を促進します。また、町内会・自治会の役割や活動内容につい

て、市広報紙、ホームページ、ガイドブック等により情報提供します。 

② 町内会・自治会の適正規模化の支援 

円滑な活動が実施でき、かつ、規模の違いがなくなるよう、町内会・自治会の適正規

模化の取組を支援します。 

２ コミュニティ活動の推進 

① 町内会・自治会活動の支援 

地域力の向上と地域組織の充実を図るため、町内会・自治会連合会の会報を市のホー

ムページに掲載するとともに、町内会・自治会が地域の課題を解決するために自主的・

自発的に行う取組などを支援します。 

② 花いっぱい運動の支援 

地域のまちづくり事業の一環として、生活環境を美化し、美しいまちづくりをめざす

ため、町内会・自治会や花づくりボランティア、オープンガーデン事業による花いっぱ

い運動を支援します。 

現状と課題 

基本方針 

基本的取組の内容 



 

③ 町内会・自治会間の交流の支援 

地域コミュニティの活性化を図るため、地理的に隣接していない地区同士も含め、町

内会・自治会の積極的な交流を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 3章 暮らしよい豊かな地域社会と清らかな水と緑のある 

生活環境都市をめざして 

第 3節 清潔で快適な資源循環型社会システムの構築 

 

 

１ 平成２４年度の市民１人当たりの１日のごみの排出量は７８４．８ｇとなっており、

１０年前に比べて２２％程度減量していますが、多摩地域の平均と比べて５０．５ｇ多く

なっています。減量化を更に推進するためには、市民、事業者及び行政が一体となって取

り組む必要があります。 

２ 西秋川衛生組合の新しいごみ処理施設のうち、主体となる熱回収施設が平成２６年１月

から稼動しています。これに合わせて、ごみの分別方法を一部変更し、不燃ごみとしてい

たプラスチック類、ゴム・ビニール類などを可燃ごみとして処理しています。 

３ 平成２４年度の総資源化率は２６．０％となっており、１０年前に比べて３．９ポ

イント増加していますが、さらに、限りある資源の有効利用に努め、資源循環型社会の構

築を図ることが求められています。 

４ し尿や浄化槽汚泥は、秋川衛生組合により最終処理を行っていますが、組合の構成団体

における公共下水道の整備に伴い、し尿収集量は１０年前と比べて４０％程度となってい

ます。また、施設の老朽化が進んでいることから、し尿等の減少に伴う組合のあり方と施

設の老朽化への対応を検討する必要があります。 

 

 

更なるゴミの減量化を推進するとともに、新たにリサイクル施設の設置などにより、清潔

で快適な資源循環型社会システムの構築を図ります。 

 

 

１ ごみの減量と適正処理の推進 

① 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の推進 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画に基づき、資源循環型社会システムの構築を進める

とともに、環境に配慮したごみの収集・処理を推進します。 

② ごみ減量化の推進 

市民や事業所に対し、環境教育やごみ発生抑制の普及啓発などの取組を行うことによ

り、ごみの減量化を推進します。 

③ 新ごみ処理施設の適正な運営・管理の推進 

資源循環型社会システムの構築に向け、ごみの持つエネルギーを最大限活用するとと

もに、更なるごみの減量化・資源化を図るため、新ごみ処理施設の適正な運営・管理を

推進します。 

④ 第二御前石最終処分場の延命化の推進 

熱回収施設の稼動に伴い、埋め立てられているごみを掘り起こし溶融処理することに

より、第二御前石最終処分場の延命化を推進します。 

 

現状と課題 

基本方針 

基本的取組の内容 



 

⑤ 環境美化活動の推進 

美しい自然を守り、きれいなまちをつくるため、パトロールによる不法投棄の抑制や

市内一斉清掃などにより、環境美化活動を推進します。 

２ リサイクル活動の推進 

① リサイクルシステムの充実 

市民、事業所、行政が協力し、リサイクル可能なものが資源として収集され、活用さ

れるリサイクルシステムの充実を図ります。 

② 資源回収の推進 

資源循環型社会を形成するため、資源化の啓発・指導、資源集団回収の取組等により、

市民の分別・リサイクル意識の高揚を図り、資源回収を推進します。 

③ 生ごみの堆肥化の促進 

ＥＭ菌処理容器の貸与やコンポスト容器の購入費補助等の様々な方式により、生ごみ

の自家処理やリサイクルなど、生ごみの堆肥化を促進します。 

④ 放置自転車のリサイクルの推進 

放置されて一定期間を経過した自転車は、整備し、公共施設や町内会・自治会などの

希望する地域での再活用、入札による民間事業者への売却などにより、リサイクルを推

進します。 

３ し尿処理の推進 

① し尿や浄化槽汚泥の処理方式等の見直し 

秋川衛生組合のあり方を含め、構成団体により、し尿や浄化槽汚泥の処理方式等を見

直します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 3章 暮らしよい豊かな地域社会と清らかな水と緑のある 

生活環境都市をめざして 

第 4節 水と緑に恵まれた生活環境づくりの推進 
 

 

１ 市の施設においては、継続的に地球温暖化防止対策に取り組み、平成２４年度の温室効

果ガス排出量を（排出係数を固定して算出した場合）４,３０１トンＣＯ２とし、７年前に

比べて１５．８％（８０５トンＣＯ２）削減しています。さらに、道路照明のＬＥＤ化を図

り、低炭素社会づくりに取り組んでいます。 

２ 郷土の恵みの森構想に基づき、「人と森との新たな共生の姿の創出」をめざして取り組ん

でおり、自然環境保全活動、生物多様性の保全への支援等が求められています。 

３ 清流や生態系などの維持・保全により、河川が本来もつ機能を守っていく必要があります。 

 

 

市民や事業者などとの協働による保全と活用の仕組みづくりを進め、各地域の特性に応じ

た森づくりに取り組むとともに、生物多様性の保全に努め、水と緑に恵まれた生活環境づく

りを推進します。 

 

 

１ 総合的な環境関連施策の推進 

① 環境基本計画に基づく施策の展開 

環境基本計画に基づき、環境対策への総合的な取組を推進し、豊かな自然と人とが共

生できる持続的発展が可能な社会の実現を図るための施策を展開します。 

② 地球温暖化対策地域推進計画の推進 

地球温暖化対策の一環として、太陽光を始めとする再生可能エネルギーの普及拡大や

森づくりを通じた二酸化炭素吸収源の拡大を図るなど、市民、事業者と連携した地球温

暖化対策を推進します。 

③ 新規の墓地造成・採石の規制・指導 

生活環境の保全、災害発生を防止するため、新規の墓地造成と採石場の操業の規制・

指導を行います。 

④ 新たな開発行為・残土の処理行為の抑制 

丘陵地や山間地の森林環境を守るため、新たな開発行為や残土の処理行為の抑制に努

めます。 

⑤ エコ活動の推進 

地球環境への負荷の低減を図るため、市職員による環境に配慮した市独自システムで

あるエコ活動を推進します。 

２ 水環境の充実 

① 清流保全条例に基づく事業の推進 

親しみある水辺環境を形成するため、秋川・平井川における河川の浄化や河川環境の

保全を図るなど、清流保全条例に基づく事業を推進します。また、河川の水質保全を効

果的に行うため、関係自治体と連携して河川環境の保全に取り組みます。 

現状と課題 

基本方針 

基本的取組の内容 



 

② 地下水脈の保全 

道路等の透水性舗装や浸透ますの設置などにより、地下水のかん養、河川の水量を確

保するとともに、災害の防止を図るため、雨水対策を推進し、地下水脈の保全を図りま

す。 

③ 貴重な湧水池の保全・活用の推進 

貴重な湧水池の保全と活用を推進します。 

④ ホタルの里づくり推進事業の充実 

ホタルの育成や保護、生息環境の保全を行う団体の活動を支援するなど、ホタルの里

づくり推進事業の充実を図ります。 

⑤ 家庭用雑排水対策の推進 

家庭から排出される雑排水の環境への負荷を減少させるため、下水道未整備区域への

合併処理浄化槽設置事業など、家庭用雑排水対策を推進します。 

３ 緑環境の充実 

① 郷土の恵みの森構想の推進【重点施策】 

郷土の恵みの森構想に基づき、自然環境と伝統文化などの優れた地域資源を活かし、

地域の特性に応じた環境の保全や地域活性化を図ることにより、「人と森との新たな共

生の姿の創出」をめざした取組を進めます。 

② 産学官が連携した自然環境保全活動等の推進 

郷土の恵みの森構想等に基づき、菅生地区をモデルとして、産学官が連携して森林の

保全・活用及び地域の活性化についての調査・研究並びにこれらの活動及びその担い手

の育成など、自然豊かな里地里山に係る自然環境保全活動等を推進します。 

③ 生物多様性保全の推進【重点施策】 

貴重な自然の保全及び持続的な利用の促進を図るため、生物多様性地域戦略を策定す

るとともに、様々な取組を通じて、生物多様性保全を推進します。 

④ 保存緑地の指定の推進 

生物多様性保全や地球温暖化対策、崖線保全などの機能を有する貴重な緑の保全のた

め、ふるさとの緑地保全条例に基づき、良好な緑地の保存緑地（樹林地・樹木・屋敷林・

生け垣）の指定を推進します。 

⑤ 公開緑地の指定の推進 

貴重な緑の保全に向け、美観に優れ、市民による散策などの緑の活用を図るため、ふ

るさとの緑地保全条例に基づき、公開緑地の指定を推進します。 

⑥ 公共公益施設の緑化の推進 

市街地における貴重な緑である公共施設の緑地について、生物多様性保全や地球温暖

化対策などのため、適切な維持管理を推進します。 

⑦ 民間施設の緑化の推進 

減少しつつある民有地の貴重な緑を保全するとともに、生物多様性保全や地球温暖化

対策などのため、一定規模以上の施設の設置や土地の改変に対し、ふるさとの緑地保全

条例の緑化基準などによる緑化を推進します。特に、景観上、防災上の観点から接道部

の緑化を促進します。 

 


